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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素ごとに光を反射する領域と光を透過する領域とを有し、入射した光を液晶のリタデ
ーションにより変調して反射または透過する表示パネルと、前記表示パネルに背面から光
を入射する光源とを有する液晶カラー表示装置であって、
　前記表示パネルの前記光を反射する領域と光を透過する領域とはセル厚が等しく、
　前記光を反射する領域が、入射する光を、明度が変化する範囲と有彩色に色づかせ該有
彩色の色相が変化する範囲とにおいて変調し反射する第１の副画素と、入射する光を明度
が変化する範囲において変調し反射する緑色のカラーフィルタを備えた第２の副画素とを
含む複数の副画素から構成される領域であり、
　前記光を透過する領域が、入射する光を明度が変化する範囲において変調し透過する領
域であり、
　前記光源が、少なくとも異なる２色の光を周期的に切り替える光源であり、
　前記光を透過する領域の変調を、前記光源の色の切り替わりに同期して行う手段を有す
ることを特徴とする液晶カラー表示装置。
【請求項２】
　前記光を透過する領域がカラーフィルタをもたない透明な領域であって、前記光源が異
なる３色の光を１周期の１／３の期間ずつ順に前記パネルに照射する光源である請求項１
に記載の液晶カラー表示装置。
【請求項３】
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　前記光を透過する領域が、カラーフィルタをもたない透明な第３の副画素と、前記第２
の副画素と同色のカラーフィルタを備えた第４の副画素からなり、前記光源が前記第４の
副画素のカラーフィルタを透過する色を含む３色の光を１周期の１／３の期間ずつ順に前
記パネルに照射する光源である請求項１に記載の液晶カラー表示装置。
【請求項４】
　前記第３の副画素と第４の副画素の面積が等しい請求項３に記載の液晶カラー表示装置
。
【請求項５】
　前記第１の副画素が、前記第２の副画素のカラーフィルタと補色の関係にある色のカラ
ーフィルタを有し、前記光を透過する領域が、前記第１の副画素と同色のカラーフィルタ
を備えた第３の副画素と、前記第２の副画素と同色のカラーフィルタを備えた第４の副画
素からなる請求項１に記載の液晶カラー表示装置。
【請求項６】
　前記光源が、前記第３の副画素のカラーフィルタを透過する２つの異なる色の光を順次
切り替え、さらに前記第４の副画素のカラーフィルタを透過する１色の光を連続して、前
記表示パネルに入射する光源である請求項５に記載の液晶カラー表示装置。
【請求項７】
　前記光源が、前記３色を、前記第４の副画素のカラーフィルタを透過する色を２回含む
４期間で順次切り替える光源である請求項５に記載の液晶カラー表示装置。
【請求項８】
　前記第３の副画素と第４の副画素の面積が２：１である請求項５に記載の液晶カラー表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多色表示可能な液晶カラー表示装置とその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、フラットパネルディスプレイはパソコン用などの各種モニタ、携帯電話用表示素
子などに広く普及しており、今後は大画面テレビ用途への展開を図るなど、ますます普及
の一途をたどることが予測されている。中でも最も広く普及しているのが液晶ディスプレ
イであって、これら液晶ディスプレイにおけるカラー表示方式として広く使用されている
のが、マイクロカラーフィルタ方式と呼ばれるカラー表示方式である。
【０００３】
　また、近年電子ペーパーディスプレイとして、液晶表示素子以外にも視認性に優れた表
示素子がいくつか報告されている。それらの多くは偏光板を用いないことによって明るい
表示を実現しようとする。しかしながら、これらの表示素子においても、モノクロでは明
るい表示が実現されているものの、カラー表示は液晶表示素子と同様にＲＧＢ三原色のマ
イクロカラーフィルタを用いるしかなく、カラー表示を紙に匹敵するような明るさで実現
することは未だ出来ていないのが現状である。
【０００４】
　マイクロカラーフィルタ方式は、ひとつの画素を少なくとも３つの副画素に分割し、そ
れぞれに３原色の赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）のカラーフィルタを形成することによっ
てフルカラー表示を行うものであり、高い色再現性能を容易に実現することができるとい
うメリットがある一方、透過率が１／３になってしまうことから、光利用効率が悪くなっ
てしまうという欠点がある。光利用効率の悪さは、バックライトを有する透過型液晶表示
装置やフロントライトを有する反射型液晶表示装置においては、バックライトやフロント
ライトの消費電力が高くなってしまう原因となっている。
【０００５】
　マイクロカラーフィルタ方式に代わるものとして、三原色それぞれの画像を高速で切り
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替えて時分割による混色効果を利用したフルカラー表示方式（フィールドシーケンシャル
カラー方式：ＦＳＣ方式）が提案されている(例えば、特許文献１参照。)。ＦＳＣ方式は
、カラーフィルタを設ける必要が無いことから、低コスト・高光利用効率というメリット
がある。しかし表示素子を非常に高速で駆動させる必要があるため、駆動系への負荷が大
きく、また高速な表示素子を必要とすることから適用できる表示モードが制限され、現在
のところ十分普及しているとは言えない。
【０００６】
　ところで最近は、表示素子の一部の領域を光反射性領域とし、一部の領域を光透過性領
域とするような半透過型液晶表示素子が、携帯電話や携帯情報端末などに広く使用される
ようになってきている。とくに可搬型電子装置は、屋外で使用することが多く非常に明る
い外光中でも十分な視認性が確保されることと、暗い室内においても高いコントラストや
色再現性が確保されることが要求されており、それを満たす一つの候補技術が半透過型表
示素子と考えられる(例えば、特許文献２参照。)。
【０００７】
　従来、上記ＦＳＣ方式は、透過型もしくは反射型の表示素子として提案されてきたが、
今後は上記の半透過型表示素子への適用が望まれる。特に反射および透過ともにカラー表
示できるようなＦＳＣ方式は低コスト可搬型装置のディスプレイとして有用である。
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６１５４１９１号明細書
【特許文献２】米国特許第６４６６２８０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述の通り、半透過型液晶表示素子はメリットが大きく、広く利用されているものの、
以下で詳しく述べるとおり、透過性領域と反射性領域とでセル厚を２倍違える必要があり
、素子内にセル厚差を作りこむためのプロセス負荷が大きい点が課題となっている。また
反射型よりも暗く透過型よりも光利用効率が悪いなどのデメリットもあり、反射・透過と
もに光利用効率の改善が求められている。
【００１０】
　そこで本発明は、従来より光利用効率を向上させた半透過型表示素子を提供し、さらに
それをＦＳＣカラー方式に適用した液晶カラー表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は上記のパソコン用モニタ、携帯電話用表示素子、電子ペーパーなどに適用でき
る。
【００１２】
　本発明は、画素ごとに光を反射する領域と光を透過する領域とを有し、入射した光を液
晶のリタデーションにより変調して反射または透過する表示パネルと、前記表示パネルに
背面から光を入射する光源とを有する液晶カラー表示装置であって、前記表示パネルの前
記光を反射する領域と光を透過する領域とはセル厚が等しく、前記光を反射する領域が、
入射する光を、明度が変化する範囲と有彩色に色づかせ該有彩色の色相が変化する範囲と
において変調し反射する第１の副画素と、入射する光を明度が変化する範囲において変調
し反射する緑色のカラーフィルタを備えた第２の副画素とを含む複数の副画素から構成さ
れる領域であり、
　前記光を透過する領域が、入射する光を明度が変化する範囲において変調し透過する領
域であり、
　前記光源が、少なくとも異なる２色の光を周期的に切り替える光源であり、
　前記光を透過する領域の変調を、前記光源の色の切り替わりに同期して行う手段を有す
ることを特徴とする。
【発明の効果】



(4) JP 4328738 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

【００１３】
　本発明のように、変調手段によって明度を変化させる明度変化範囲と、変調手段によっ
て色相を変化させる色相変化範囲とを持つ表示素子と、複数の異なる色の光源とを有し、
光源の色を周期的に切り替え、それに同期して該表示素子を変調させることによって時分
割によるカラー画像を表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明は、以下で例示するように、さまざまな媒体を用いた表示素子に適用できるが、
ここではＥＣＢ効果を利用した液晶を例にとって説明する。
【００１５】
　ＥＣＢ型液晶表示素子は液晶の複屈折作用と偏光板の偏光作用とを利用して光を着色す
るものである。
【００１６】
　図１は、ＥＣＢ型表示素子の複屈折量（リタデーションＲと呼ばれる）と色度図上での
座標の関係を示す。Ｒが０から２５０ｎｍ附近まではほぼ色度図の中央にあって無彩色で
あるが、それ以上になると複屈折量に応じて色が変化していく様子がわかる。
【００１７】
　誘電率異方性（Δεと表す）が負の液晶材料を用い、電圧無印加時に基板に対して垂直
配向させると、電圧とともに液晶分子が傾斜していき、それにつれて液晶の複屈折量（リ
タデーションと呼ばれる）が増加していく。
【００１８】
　このとき、クロスニコル下では図１の曲線に沿って色度が変化する。電圧無印加時には
Ｒがほぼ０であるから光は透過せず、暗状態（黒状態）となっているが、電圧の増加に応
じて、黒→グレー→白と明るさが増していく。さらに電圧を上げると色がついて、黄色→
赤→紫→青→黄色→紫→水色→緑といったように色が変化する。
【００１９】
　このようにＥＣＢ型表示素子は、低電圧側の変調領域では最大明度と最小明度との間を
電圧によって明度変化させることができ、より高い電圧領域で、複数の色相を電圧によっ
て変化させることができる。
【００２０】
　以下、本明細書においては、図１の色度図上の黒→グレー→白と明るさが変化するリタ
デーションの範囲（０ないし２５０ｎｍ）を明度変化範囲といい、黄色以上の有彩色変化
の範囲（２５０ｎｍ以上）を色相変化範囲という。ただし、無彩色と有彩色の境界は、は
っきりとは決められないので、上記範囲の２５０ｎｍは一応の目安である。
【００２１】
　また、本発明ではリタデーションによって得られる色について言及するが、それは図１
の曲線に沿った色である。図１にあるように、純度が極大となる点はリタデーションが４
５０ｎｍ、６００ｎｍ、１３００ｎｍ付近にあり、赤色、青色、緑色として視認される。
しかし、それらの点の前後におよそ１００ｎｍ幅でほぼ同じ色とみなせる範囲があるので
、本発明ではその範囲の色も赤色、青色、緑色という。マゼンタは赤と青の中間５３０ｎ
ｍ付近にある。
【００２２】
　通常、液晶表示装置などで用いられるカラーフィルタの色はリタデーションで得られる
色よりは純度が高く、色度図上では上記の範囲の外側にある。本発明ではそれらも同名の
色で呼ぶことにする。
【００２３】
（反射領域の表示モード）
　本発明の半透過型表示素子において、反射性領域の表示方式は、本発明者が先に提案し
、国際公開特許２００４－０４２６８７（以下先願という）で公開されたカラー方式を用
いる。
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【００２４】
　図２（ａ）は、同カラー表示方式の最も簡単な構成であって、１画素５０を複数の副画
素５１，５２に分割し、そのうちの１つの副画素５１には緑色のカラーフィルタを備え、
図１の低リタデーション領域の電圧を与える。副画素５２は、カラーフィルタを設けず、
副画素５２より広い電圧範囲でリタデーションを調節して、黒から白に至る無彩色の輝度
変化と、ＥＣＢ効果による干渉色のうち、赤からマゼンタを経て青にいたるいずれかの色
とを表示させる。
【００２５】
　このように、本発明者が上記先願で提案したカラー表示方式は、カラーフィルタを有し
、電圧によって明度変化範囲でリタデーションを変化させて該カラーフィルタの色を表示
する副画素５１と、電圧印加によって液晶層のリタデーションを変化させて有彩色を表示
する副画素５２とで単位画素を構成する。視感度の高い緑色を表示させる副画素５１には
、ＥＣＢによる着色を利用しないで緑色のカラーフィルタＧを用い、赤と青だけにＥＣＢ
による着色現象を利用することが特徴である。
【００２６】
　カラーフィルタのある緑（Ｇ）副画素５１を暗状態とし、透明副画素５２（以下、カラ
ーフィルタのない副画素をこう呼ぶ）を白色（無彩色変化領域の最大輝度状態）にするこ
とにより、画素全体として白を表示することが出来る。
【００２７】
　あるいは、Ｇ副画素５１を最大透過状態にし、透明副画素５２を有彩色領域のマゼンタ
色にしてもよい。マゼンタ色は赤（Ｒ）と青（Ｂ）の両方の色を含むので、合成の結果白
表示が得られる。
【００２８】
　Ｇ単色にするには、Ｇ副画素５１を最大透過状態にし、透明副画素５２を暗状態にする
。Ｒ単色（Ｂ単色）にするには、Ｇ副画素を暗状態にし、透明副画素のリタデーション値
を４５０ｎｍ（６００ｎｍ）にする。組み合わせることでＲとＧ、ＢとＧの混色も得られ
る。
【００２９】
　Ｇ画素５１と透明画素５２をともにリタデーションを０にして暗状態とすれば黒表示が
得られことはいうまでもない。
【００３０】
　リタデーションで表現すると、Ｇ副画素５１はリタデーションを０から２５０ｎｍの範
囲で変化させ、透明副画素５２はリタデーションを０から２５０ｎｍの範囲と４５０ｎｍ
から６００ｎｍの範囲で変化させる。通常は液晶材料は両副画素で共通にするので、駆動
電圧範囲を異なるように設定する。
【００３１】
　図２（ａ）の液晶表示素子では、緑色については連続階調表示が可能であるが、透明副
画素部分の有彩色状態つまり青と赤はＥＣＢによる着色を利用しているため階調表示はで
きない。
【００３２】
　図２（ｂ）はこの点を改良するもので、透明副画素は複数のサブピクセル５２，５３に
分割し、その面積比を２：１とすることによってデジタル的に４階調を表現する。
【００３３】
　図２（ｃ）と（ｄ）は画素構成の変形例である。Ｇ副画素５１には同じく緑のカラーフ
ィルタが配設されており、上記の例では透明であった副画素５２にマゼンタ色のカラーフ
ィルタが配設されている。図２（ｃ）がマゼンタ副画素が１つ（５２）の場合、（ｄ）が
マゼンタ副画素を２：１の２つ（５２，５３）に分割しデジタル階調を行う場合である。
（透過領域の表示モード）
【００３４】
　次いで、本発明の半透過型表示素子のうち、光を透過する領域について説明する。



(6) JP 4328738 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

【００３５】
　上記従来の技術の中でも説明したが、従来、多くの半透過型液晶表示素子においては、
透過部と反射部の光利用効率を両方とも最大化するために、透過部のセル厚を反射部のセ
ル厚の２倍にする構成となっている。
【００３６】
　先願の表示素子は、複屈折による着色を利用した表示原理に基づいているために、明度
変化範囲を超えた大きなリタデーションを必要とし、３色カラーフィルタ方式のように明
度変化範囲の変調だけで済む方式に比べて厚いセル厚が必要となる。先願の表示素子を半
透過型に適用すると、反射性領域においてそのように厚いセル厚を取るので、透過性領域
ではさらに２倍のセル厚となる。セル厚を厚くすると、応答速度が遅くなる上、透過部の
セル厚を反射部より厚くするためにはセル内に厚い膜を作りこむ必要があり、膜厚の均一
性やパタンニングのためのフォトリソなど製造プロセスの上での問題も生じる。
【００３７】
　さらに、反射部においては画素の面積分割によるデジタル階調を採用しているが、階調
数を高くするには限界があり、このことを考慮すると、透過性領域でより高い階調表示能
をもたせ、反射性領域の表示の低階調を補うことにより、階調表示の品質を高めることが
望まれる。
【００３８】
　本発明の半透過表示パネルにおいては、反射性領域の表示モードは先願と同様であるが
、透過性領域は、表示モードとして低リタデーションの明度変化範囲を用い、かつ時分割
による混色を用いたフルカラー表示原理（フィールドシーケンシャルカラー：ＦＳＣ方式
）を用いる。
【００３９】
　ＦＳＣの方式としては、
（１）透過性領域を１つの副画素で構成し、光源を３原色で切り替え、それに同期して明
度変調を行う。
【００４０】
　もしくは
（２）透過性領域を２つの副画素で構成し、そのうちの１つは緑カラーフィルタを設けて
明度変調を行い、他の１つは光源を赤と青で切り替え、それに同期して明度変調を行う。
のいずれでもよい。なお（２）については、反射部と同じ緑カラーフィルタを用いること
が好ましい。また、赤と青のＦＳＣ表示を行う副画素にマゼンタのカラーフィルタを用い
てもよい。
【００４１】
　以下、それぞれの場合を詳しく説明する。
【００４２】
　（第１の実施の形態）
　上記（１）の場合について説明する。
【００４３】
　図３（ａ）に画素構成を示す。反射性領域７１は図２（ａ）と同じく、２つの副画素で
構成し、一方の副画素７２に緑色のカラーフィルタを設け、もう一方の副画素７３は透明
とする。透過性領域７４はカラーフィルタを設けず、１つの副画素７５で構成する。反射
性領域７１を図３（ｂ）のように２分割してデジタル階調を実施してもよい。
【００４４】
　反射部７１の表示は、上で説明したように、緑副画素７２を明度変化範囲で変調し、透
明な副画素７３を明度変化範囲と色相変化範囲にわたって変調する。
【００４５】
　透過部７４は明度変化範囲で変調し、光源７０の切り替えに同期して高速で切り替える
。通常、反射性領域７１のフレーム周波数が６０Ｈｚであるので、透過性領域７４ではこ
の１周期を３分割し、１８０分の１秒にて赤・緑・青のそれぞれの画像を形成する。光源
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７０は赤・緑・青の切り替えを行う。これにより三原色が混色され、各色の明度を連続階
調で変調することによりフルカラー表示ができる。
【００４６】
　図４は、図３の１つの画素が、表示色を、黒、白、赤、緑、青と切り替えるときの、光
源７０の点灯色と各副画素７２，７３，７４の駆動状態を示したものである。光源７０は
、赤・緑・青を１つの周期として切り替えられ、これに同期して透過部７４が、１８０Ｈ
ｚの周波数でＯＮ（白で示す）とＯＦＦ（灰色で示す）いずれかの状態を取る。反射部の
緑副画素７２と透明副画素７３は、周波数６０Ｈｚで切り替えられる。
【００４７】
　黒表示状態８０は、反射部７１の２つの副画素７２，７３と透過部７４がともにＯＦＦ
の光遮断状態であり、白表示状態８１は、反射部７１の緑副画素７２がＯＮ，透明副画素
７３が赤と青の中間のマゼンタ色を表示する電圧に設定され、透過部７４がＯＮ状態にな
っている。反射部７１の緑副画素７２をＯＦＦとし、透明副画素７３を明度変調範囲の最
大明度とすることによって白色を表示させてもよい。
【００４８】
　赤表示状態８２は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、透明副画素７３が赤を反射する
電圧に設定され、透過部７４は、光源７０が赤を点灯するタイミングでＯＮになり、その
他のタイミングではＯＦＦになる。
【００４９】
　緑表示状態８３は、反射部７１の緑画素７２がＯＮ、透明副画素７３がＯＦＦ、透過部
７４は、光源７０が緑を点灯するタイミングでＯＮになり、その他のタイミングではＯＦ
Ｆになる。
【００５０】
　青表示状態８４は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、透明副画素７３が青を反射する
電圧に設定され、透過部７４は、光源７０が青を点灯するタイミングでＯＮになり、その
他のタイミングではＯＦＦになる。
【００５１】
　反射部の緑副画素７２と透過部７４は、それぞれの場合に中間的なＯＮ状態もとること
が出来、灰色表示、または緑の中間的な明るさが表示できる。また、図３（ｂ）の画素構
成で赤、青、その中間色のデジタル階調もできる。
【００５２】
　透過部と反射部は同時に駆動され表示に働くが、周囲に照明がない暗い場所での表示は
、透過部のみ電圧をかけて動作させることもできる。常に、どちらか一方のみを動作させ
るような機器では、電極と駆動回路を共通化することが出来、回路や配線が簡単になる。
図３（ａ）の画素構成では、透過部７４と反射部の緑副画素７２を、電極を共通化し、駆
動回路であるＴＦＴとその配線を１つにすることができる。
【００５３】
　なお、赤・緑・青の間に黒画面を挟んで非ホールド表示を行う場合や、動画表示時の色
割れ現象を防ぐためには、１８０分の１秒よりも高速で画像形成することが好ましい。
【００５４】
　（第２の実施の形態）
　上記（２）の場合について説明する。
【００５５】
　図５に画素構成を示す。反射性領域７１は図３（ａ）と同様で、緑副画素７２と透明副
画素７３に分けられている。透過性領域７４は等面積の２つの副画素７６と７７に分割さ
れている。一方の副画素７６は反射部の緑副画素７２と同じく緑のカラーフィルタが配さ
れ、もう一方の副画素７７は透明である。
【００５６】
　反射部７１の表示は、（１）の場合と同じで、緑副画素７２を明度変化範囲で変調し、
透明な副画素７３を明度変化範囲と色相変化範囲にわたって変調する。
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【００５７】
　光源は（１）の場合と同様に赤・緑・青を順次切り替える。
【００５８】
　透過部７４は、２つの副画素７６，７７を独立に明度変化範囲で変調し、透明副画素７
７の表示画像は光源の切り替えに同期して高速で切り替える。このとき、光源が赤のとき
は赤の画像に対応した輝度変調、光源が青のときは青の画像に対応した輝度変調を与える
が、光源が緑のときは光を透過しないように黒表示にする。
【００５９】
　図６は、図５の１つの画素が、表示色を、黒、白、赤、緑、青と切り替えるときの、光
源７０の点灯色と各副画素７２，７３，７６，７７の駆動状態を示したものである。
【００６０】
　黒表示状態８０は、反射部７１の２つの副画素７２，７３と透過部７４の２つの副画素
がともにＯＦＦの光遮断状態であり、白表示状態８１は、反射部７１の緑副画素７２がＯ
Ｎ，透明副画素７３が赤と青の中間のマゼンタ色を表示する電圧に設定され、透過部７４
の緑副画素７６がＯＮ、透明副画素７７は光源が赤と青のときにＯＮ、緑のときＯＦＦ状
態になっている。緑副画素７２をＯＦＦとし、透明副画素７３を明度変化範囲の明度最大
状態とすることで白表示にしてもよい。透過部７４の緑副画素７６は光源が緑のときだけ
でなく赤と青のときもＯＮ状態にしておくが、実際には赤と青のタイミングでは緑カラー
フィルタで光は吸収され透過しないので黒が表示されている。図の斜線でそれを示した。
【００６１】
　赤表示状態８２は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、透明副画素７３が赤を反射する
電圧に設定され、透過部７４は、緑画素７６がＯＦＦ，透明副画素７７は光源７０が赤を
点灯するタイミングでＯＮになり、その他のタイミングではＯＦＦになる。
【００６２】
　緑表示状態８３は、反射部７１の緑画素７２がＯＮ、透明副画素７３がＯＦＦ、透過部
７４は、緑画素７６がＯＮ，透明副画素７７はＯＦＦになる。緑副画素７６は光源が赤と
青のときもＯＮ状態にしておくが、実際には赤と青のタイミングでは緑カラーフィルタで
光は吸収され透過しないので黒が表示されている。
【００６３】
　青表示状態８４は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、透明副画素７３が青を反射する
電圧に設定され、透過部７４は、緑画素７６がＯＦＦ，透明副画素７７は光源７０が青を
点灯するタイミングでＯＮになり、その他のタイミングではＯＦＦになる。
【００６４】
　透過部７４は２つの副画素７６と７７が等面積に設定されているので、Ｒ，Ｇ，Ｂそれ
ぞれの単色を表示するときの透過部の光量は、光源の各色の光量に比例する。したがって
ＲＧＢ３色の混色からなる白色光源を用いることで、表示される色のカラーバランスがそ
のまま保たれる。
【００６５】
　反射モードと透過モードを同時に表示させることがない機器なら、反射部と透過部の電
極とＴＦＴを共通にすることができる。図５の構成の場合、副画素７２と７６を共通電極
構成とし副画素７３と７７を共通電極構成とすると、駆動回路も共通化できて都合がよい
。
【００６６】
　（第３の実施の形態）
　図７は、（２）の場合の変形例で、反射性領域７１は、緑の副画素７２とマゼンタカラ
ーフィルタのついた副画素７８に区画され、透過性領域７４が、緑のカラーフィルタの副
画素７６とマゼンタのカラーフィルタの副画素７９の２区画に分割された画素構成を示す
。
【００６７】
　図８は、図７の１つの画素が、表示色を、黒、白、赤、緑、青と切り替えるときの、光
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源７０の点灯色と各副画素７２，７８，７６，７９の駆動状態を示したものである。
【００６８】
　光源は、赤・緑・青・緑の４期間を１周期として切り替えられる。フレーム周波数が６
０Ｈｚのとき１つの色の発光期間は１／２４０秒である。
【００６９】
　黒表示状態８０は、反射部７１の２つの副画素７２，７８と透過部７４の２つの副画素
７６，７９がすべてＯＦＦの光遮断状態であり、白表示状態８１は、反射部７１の緑副画
素７２がＯＮ，マゼンタ副画素７８が赤と青の中間のマゼンタ色を表示する電圧に設定さ
れ、透過部７４の緑副画素７６、マゼンタ副画素７９がともにＯＮ状態になっている。反
射部のマゼンタ副画素を明度最大状態としてもよい。透過部７４の緑副画素７６は光源が
緑のときだけでなく赤と青のときもＯＮ状態にしておくが、実際には緑カラーフィルタで
吸収され赤と青のタイミングでは光は透過しない。また、透過部７４のマゼンタ副画素７
９も光源の切り替えに関係なくＯＮ状態にしておくが、実際には緑の光はマゼンタカラー
フィルタで吸収されるので、光源が赤と青のタイミングでその光が透過し、光源が緑のタ
イミングでは光は透過しない。図の斜線で示したのが画素はＯＮになっているがそれぞれ
光を透過しない黒表示のタイミングである。
【００７０】
　赤表示状態８２は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、マゼンタ副画素７８が赤を反射
する電圧に設定され、マゼンタカラーフィルタを透過して赤が表示される。透過部７４は
、緑画素７６がＯＦＦ，マゼンタ副画素７７は光源７０が赤と次の緑を点灯するタイミン
グでＯＮになり、その他のタイミングではＯＦＦになる。緑のタイミングでＯＮにしても
光はマゼンタカラーフィルタで吸収されて透過しないから、赤の光だけが透過する。
【００７１】
　緑表示状態８３は、反射部７１の緑画素７２がＯＮ、マゼンタ副画素７８がＯＦＦ、透
過部７４は、緑画素７６がＯＮ，マゼンタ副画素７９はＯＦＦになる。緑副画素７６は光
源が赤と青のときもＯＮ状態にしておくが、実際には緑カラーフィルタで吸収されそのタ
イミングでは光は透過しない。
【００７２】
　青表示状態８４は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、マゼンタ副画素７８が青を反射
する電圧に設定され、透過部７４は、緑画素７６がＯＦＦ，マゼンタ副画素７９は光源７
０が青とそれに続く緑を点灯するタイミングでＯＮになり、その他のタイミングではＯＦ
Ｆになる。
【００７３】
　透過部７４の緑副画素７６は、光源切り替えにかかわらず１周期の間同じ緑画像に対応
した輝度状態を保ち、６０Ｈｚで変調される。透過部７４のマゼンタ副画素７９は、光源
切り替えの半分の周波数１２０Ｈｚで赤と青の画像に対応した輝度に切り替えられる。こ
の構成の場合、光源の切り替え周波数は高くなるが、画素の変調は最大１２０Ｈｚですむ
という利点がある。液晶の応答速度が比較的遅くても使える。
【００７４】
　図７の画素構成で、光源を２４０Ｈｚで切り替えて図８のように駆動するとき、透過部
７４の２つ副画素７６と７９の面積比は１：２とすると、光源の白色のバランスがそのま
ま保たれる。
【００７５】
　反射モードと透過モードを同時に表示させることがない機器なら、反射部と透過部の電
極とＴＦＴを共通にすることができることは、図５の構成の場合と同様である。
【００７６】
　（第４の実施の形態）
　次に（２）の場合の第二の変形例を示す。単位画素の構成は上記（２）の変形例と同一
の図７のものを用いる。
【００７７】
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　図１２は、図７の１つの画素が、表示色を、黒、白、赤、緑、青と切り替えるときの、
光源７０の点灯色と各副画素７２，７８，７６，７９の駆動状態を示したものである。
【００７８】
　光源は、別々に点灯制御できる赤、緑、青の３つの光源を一体化したものを用いる。緑
色の光源は常時点灯しており、赤と青の光源は周期的に切り替えている。つまり緑と赤と
を同時に点灯することによって黄色の発光を行う期間、と緑と青とを同時に点灯すること
によってシアンの発光を行う期間、の２期間を１周期として切り替えられる。フレーム周
波数が６０Ｈｚのとき１つの色の発光期間は１／１２０秒である。
【００７９】
　黒表示状態８０は、反射部７１の２つの副画素７２，７８と透過部７４の２つの副画素
７６，７９がすべてＯＦＦの光遮断状態である。白表示状態８１は、反射部７１の緑副画
素７２がＯＮ，マゼンタ副画素７８が赤と青の中間のマゼンタ色を表示する電圧に設定さ
れる。あるいはマゼンタ副画素を明度変化範囲の最大明度状態としてもよい。透過部７４
での白表示では緑副画素７６、マゼンタ副画素７９がともにＯＮ状態になっている。
【００８０】
　赤表示状態８２は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、マゼンタ副画素７８が赤を反射
する電圧に設定され、マゼンタカラーフィルタを透過して赤が表示される。透過部７４は
、緑画素７６がＯＦＦ，マゼンタ副画素７９は光源７０が赤を点灯するタイミングでＯＮ
になり、残りのタイミングではＯＦＦになる。緑光源は常時点灯しているが、マゼンタカ
ラーフィルタは緑の光源色を吸収するので、緑光源からの光は透過しない。
【００８１】
　緑表示状態８３は、反射部７１の緑画素７２がＯＮ、マゼンタ副画素７８が黒電圧に設
定され、緑が表示される。透過部７４は、緑画素７６がＯＮ，マゼンタ副画素７９はＯＦ
Ｆになる。緑光源は常時点灯しており、緑副画素７６を通して緑色の光が透過する。赤と
青の光は緑カラーフィルタで吸収されるので緑副画素７６を透過しない。
【００８２】
　青表示状態８４は、反射部７１の緑画素７２がＯＦＦ、マゼンタ副画素７８が青を反射
する電圧に設定され、マゼンタカラーフィルタを透過して青が表示される。透過部７４は
、緑副画素７６がＯＦＦ，マゼンタ副画素７９は光源７０が青を点灯するタイミングでＯ
Ｎになり、残りのタイミングではＯＦＦになる。緑光源は常時点灯しているが、緑の光は
マゼンタカラーフィルタで吸収されるので、緑の光はマゼンタ副画素７９を透過しない。
【００８３】
　以上のように、透過部７４の緑副画素７６は、光源の１周期の間同じ緑画像に対応した
輝度状態を保ち、６０Ｈｚで変調される。透過部７４のマゼンタ副画素７９は、光源切り
替えの半分の周波数１２０Ｈｚで赤と青の画像に対応した輝度に切り替えられる。この構
成の場合、緑光源は常時点灯状態であるために高輝度光源を用いることができる。また赤
と青に関しては、画素の変調は最大１２０Ｈｚですむという利点がある。液晶の応答速度
が比較的遅くても使える。高速な光源切り替えが不要であるので、冷陰極管、熱陰極管、
ハロゲンランプなど高い効率の光源を選択することが可能となる。
【００８４】
　図７の画素構成で、図１２のように駆動するとき、透過部７４の２つ副画素７６と７９
の面積比は１：２とすると、光源の白色のバランスがそのまま保たれる。
【００８５】
　赤の画像をフリッカ視認周波数である６０Ｈｚ程度を少なくとも２分割し、１２０分の
１秒にて青表示画像を形成し、残る１２０分の１秒にて赤表示画像を形成する。従来のフ
ィールドシーケンシャル方式では少なくとも１８０分の１秒にて画像を形成する必要があ
ることから、超高速な表示モードを適用することが必要であったが、本発明の方式では応
答速度の制約は若干緩和されることになる。
【００８６】
　さらにこの方式を用いて、１フレームの一部の期間に黒表示を挿入することによって、
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点灯・非点灯が繰り返し表示される非ホールド型表示を行うことができる。これによって
、良好な動画性能を実現することが可能となる。
【００８７】
　反射モードと透過モードを同時に表示させることがない機器なら、反射部と透過部の電
極とＴＦＴを共通にすることができることは、図５の構成の場合と同様である。
【００８８】
　以上（１）と（２）で説明したように、光源の色を切り替え、時分割でカラー表示する
ことにより、透過性領域にはカラーフィルタは用いないか、またはせいぜい反射性領域に
設けたカラーフィルタと共通に用いるだけですむので、新たにカラーフィルタを付け加え
る必要がない。これは反射性領域のシンプルなカラーフィルタ構成の長所を損なわないと
いう点で、本発明のカラー表示方式にとくに適した方法である。
【００８９】
　また、液晶は、リタデーションの高い色相変化範囲を用いず、明度変化範囲の変調です
むので、透過性領域のセル厚を厚くする必要もない。これも、反射性領域のセル厚が若干
厚くなる本カラー方式にとって都合のいい点である。
【００９０】
　なお、（２）の方法において、反射部のカラーフィルタが緑（とマゼンタ）ではなく、
赤（とシアン）、または青（とイエロー）の場合は、透過部のカラーフィルタもそれにあ
わせて選ばれる。
【００９１】
　特に、反射部に緑のカラーフィルタを用いた場合、以下のように透過部と反射部のセル
厚を等しくすることができる。
【００９２】
　カラーフィルタのない、あるいはマゼンタのカラーフィルタを設けた副画素は、無彩色
と赤から青表示までをＥＣＢ効果で表示できれば良い。よって黒から青表示までを反射モ
ードにおいて実現するためには、液晶層（あるいは液晶層と位相補償板の組み合わせ）に
よるリタデーション量が、電圧による制御により０ｎｍから３００ｎｍ程度の範囲で変化
させることができればよい。
【００９３】
　一方、透過モードにおいては、黒から白表示までを表示するためには、液晶層（あるい
は液晶層と位相補償板の組み合わせ）によるリタデーション量が０ｎｍから２５０ｎｍ程
度の範囲で変化させることができればよい。
【００９４】
　つまり、反射領域において必要とされるセル厚と透過領域において必要とされるセル厚
とが非常に近いことになる。したがって、現行の構成と比較すると前記層間絶縁膜の厚み
を大幅に減少させることが可能となる。これによって、セル厚差を付けた結果発生しがち
な配向欠陥や、段差部のテーパーに起因する開口率の減少を抑制することが可能となる。
【００９５】
　あるいは液晶層厚を３００ｎｍまでの制御が可能な条件で一定にしておき、透過モード
における電圧による制御範囲を０ｎｍから２５０ｎｍに限定するようにすれば、前記層間
絶縁膜を形成しなくても良いことになる。これによりフォトリソグラフィープロセスの簡
略化が実現でき、コストダウンに寄与できる。また均一配向実現が容易となり、かつ開口
率の向上にも寄与することができる。
【００９６】
　本発明は、先の国際公開特許２００４－０４２６８７のカラー表示方式と同じく、カラ
ーフィルタプロセスが従来のＲＧＢ３回から２回へと低減することが可能となるため、低
コスト化が実現できる。また、画素内にセル厚差を作りこむ必要が無いためにプロセス負
荷が軽減する。
【００９７】
　透過部にマゼンタカラーフィルタを併用する場合は、従来の時分割カラー表示モードと
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比較すると駆動周波数が低くてすむ。高速の液晶モードを使用しなくてもよいことになり
、液晶モードの選択肢も広くなる。時分割による混色を利用しているために、透過部にお
いても高い光利用効率を得ることはいうまでもない。
【００９８】
　一方、本モードは透過型液晶表示素子としても、液晶層の透過率が高いので、従来方式
のものと同一の輝度を得るために必要なバックライト消費電力が少なくて済み、低消費電
力化という観点から好適に用いられる。
【００９９】
　本発明の表示素子は動画表示にも用いることが出来る。
【０１００】
　また高い光利用効率が求められる投射型表示素子にも好適に用いられる。
【０１０１】
（適用できる液晶表示モード）
　本発明は以下に述べるいろいろな液晶表示モードに適用できる。
【０１０２】
　ＶＡモードは、液晶層の液晶分子が電圧無印加時には基板面に略垂直に配向し、電圧印
加時には略垂直の配向から傾斜してリタデーションを変化させる。
【０１０３】
　ＯＣＢ（Ｏｐｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｅｎｄ）モードは、液晶層の
液晶分子が電圧印加によってベンド配向と略垂直配向との間にて配向状態を変化させるこ
とでリタデーションを変化させるので、本発明を適用できることはＶＡモードと同様であ
る。またＯＣＢモードはネマティック液晶の中ではもっとも高速と言われており、本発明
のフィールドシーケンシャルカラー方式に適用するにはもっとも適する表示モードとなっ
ている。
【０１０４】
　また本発明ではリタデーション変化による表示色を利用するために、視野角による色調
変化を考慮しなければならない。しかし昨今のＬＣＤ開発の進歩は著しく、ＲＧＢカラー
フィルタ方式を用いたカラー液晶ディスプレイでは視野角依存性の問題はほとんど解決し
ているといっても過言ではない。例えばＯＣＢモードではベンド配向による自己補償効果
によって、視野角の変化に伴うリタデーション変化を抑制することが報告されている。ま
た、ＳＴＮモードも位相差フィルム開発の進展によって視野角特性は大きく改善されてい
る。これらＯＣＢやＳＴＮモードもリタデーション量を適宜設定することによってＥＣＢ
効果に基づく着色現象を得ることができるため、本発明の構成を適用することが可能であ
る。
【０１０５】
　（その他の構成要件）
　本発明の液晶表示素子の駆動には、直接駆動方式、単純マトリクス方式、アクティブマ
トリクス方式のいずれの方式も用いることが出来る。
【０１０６】
　また用いる基板はガラスでもよいしプラスチックでもよい。透過型の場合には一対の基
板両方とも光透過性のものが必要であるが、反射型の場合には反射層の支持基板として光
を透過しないものを用いてもよい。また使用する基板として可撓性を有するものを用いて
も良い。本明細書中では上下に電極を設ける構成を中心に説明したが液晶層のリタデーシ
ョン値が変化可能な表示モードであれば、インプレーンスイッチング（ＩＰＳ）モードの
ように横電界を印加する方法などのように、電圧の印加方向によらず本方式を適用するこ
とが可能である。
【０１０７】
　また反射型にする場合には、反射板として鏡面反射板を用い液晶層の外側に散乱板を設
けるような、いわゆる前方散乱板方式や、反射面の形状を工夫して指向性を設けたいわゆ
る指向性反射板など、各種反射板を用いることが出来る。また本実施の形態では一例とし
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て垂直配向モードを例示したが、他にも平行配向モード、ＨＡＮ型モード、ＯＣＢモード
など電圧印加によるリタデーション変化を利用するモードであればいずれのモードにも適
用することが可能である。
【０１０８】
　また、本実施の形態では主として電圧無印加時に黒表示となるようなノーマリブラック
の構成を例示して説明した。この構成は円偏光板および電圧無印加時に基板面内方向に複
屈折を持たない表示層を積層することによって実現出来るのであるが、この構成において
円偏光板を通常の直線偏光板などに置き換えることによって電圧無印加時に白色表示とな
るようなノーマリホワイトの構成にしてもよい。
【０１０９】
　あるいはこれらいずれかの構成に一軸性位相差板などを積層することによって、電圧無
印加時に有彩色表示させるような構成にしてもよい。この場合は電圧を印加することによ
って積層した一軸性位相差板のリタデーション量をキャンセルする方向に液晶分子配列を
変形させることで黒や白の表示を得ることができる。
【０１１０】
　また本発明の本質は、人間の視感度特性が最も良好な緑表示においてカラーフィルタを
用いた連続階調を得ることを基本原理として高い光利用効率にて多色表示を得るというこ
とであるから、ＳＴＮモードなどのねじれ配向状態となっている液晶モードやゲストホス
トモード、選択反射モードなど、様々なモードを適用することが可能である。
【０１１１】
　なお、本明細書中では緑と、緑の補色のマゼンタ色を中心に説明したが、赤と、赤の補
色のシアンであっても、青と、青の補色の黄色であっても、本発明の半透過型表示素子に
使用することは可能である。
【０１１２】
　（液晶表示素子以外への適用）
　以上の記述では液晶のＥＣＢ効果を中心に詳述してきた。しかしながら本発明の基本と
なる考え方は、一部の画素ではモノクロ表示モードにカラーフィルタを適用したカラー表
示を行うとともに、他の画素では色相変化しうる表示モードを利用する表示方式を半透過
型表示素子に適用した点にある。したがって、上述のＥＣＢ効果を用いた構成に限らず上
記表示モードが適用できる素子であればあらゆる表示モードを適用することが可能となる
。
【０１１３】
　その例を２つ以下で説明する。
【０１１４】
　ＳＩＤ９７Ｄｉｇｅｓｔ　ｐ．７１に、基板との空隙の距離を変化させることによって
干渉色の表示・非表示の切り替えを行うディスプレイが報告されている。これは、変形可
能なアルミ薄膜が外部からの電圧制御によって基板に接近したり離れたりすることでオン
・オフを切り替えるものである。
【０１１５】
　この空隙距離変調素子においても、透過型と反射型を考えることが出来、かつ該素子が
とりうる最大明度と最小明度との間を明度変化させることができる変調領域と、該素子が
とりうる複数の色相を変化させることができる変調領域とを有している。したがって本発
明を適用することができる。
【０１１６】
　米国特許第６１７７９２１号明細書に記載の電気泳動表示素子は、コレクト電極及び表
示電極間での電圧印加によって透明な絶縁性液体中で着色帯電泳動粒子を基板面と水平に
移動させることによって表示・非表示の切り替えを行うものである。
【０１１７】
　上記文献には２種類のカラー粒子を用いる例が開示されている。これにも本発明を適用
することができる。
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【０１１８】
　以下、実施例を用いて本発明を説明する。
【０１１９】
　（素子構成）
　まず、以下の実施例に用いる共通の素子構造について説明する。
【０１２０】
　素子の断面構造を図９に示す。一方の基板７にＴＦＴが配置されたアクティブマトリク
ス基板を用い、もう一方の基板３にはカラーフィルタ（不図示）が配置された。ＴＦＴ側
の画素電極６には、反射性領域にはアルミ電極とＩＴＯの積層電極、透過性領域にはＩＴ
Ｏ透明電極を用いた。カラーフィルタ側基板３の電極４にはＩＴＯ透明電極を用いた。
【０１２１】
　電極４，６の表面に垂直配向膜（不図示）を塗布し、電圧印加時の液晶分子の傾斜方向
が偏光板１の吸収軸に対して４５度となるように、垂直配向膜には基板法線から１度程度
のプレチルト角をその方向に付与した。上下の基板３と７を張り合わせてセルを作り、液
晶材料として誘電率異方性Δεが負である液晶材料（メルク社製、型名ＭＬＣ－６６０８
）を注入したところ、電圧を印加しないときは液晶５が基板表面に垂直に配向した。
【０１２２】
　また上基板３（カラーフィルタ基板）と偏光板との間には位相補償板２として広帯域λ
／４板（可視光領域で１／４波長条件をほぼ満たすことができる位相補償板）を配置した
。これにより反射型での表示の際に電圧無印加時には暗状態となり、電圧印加時には明状
態となるようなノーマリブラック構成とした。
【０１２３】
　光源７０は赤・緑・青のＬＥＤで構成し、時分割で光源切り替えを行った。
【０１２４】
　画素形状、カラーフィルタ、セル厚などは、以下の実施例においてそれぞれ最適な値に
設定される。
【０１２５】
　（比較例１）
　比較のために、赤・緑・青のカラーフィルタが配置された半透過型液晶表示パネルを準
備した。各画素は３分割されて、それぞれに赤・緑・青のカラーフィルタが設置されてい
る。液晶層は、±５Ｖ電圧印加時の反射分光特性の中心波長が５５０ｎｍ、及びリタデー
ション量が１３８ｎｍ（反射性領域においてはその２倍）となるよう、厚さを３ミクロン
に調整した。
【０１２６】
　セル構造は図９に示されたものと同じである。
【０１２７】
　このような液晶表示素子について、電圧を様々に変化させることによって画像を表示さ
せたところ、ＲＧＢそれぞれの画素について印加電圧に応じた連続階調色が得られ、それ
によってフルカラー表示可能であるが、反射率は低く、約１６％である。
【０１２８】
　半透過型構成の透過部と反射部の面積比を１：１にしたところ、反射率は半分の値とは
ならず若干小さめの７％程度となる。
【０１２９】
　（比較例２）
　半透過素子との比較のために反射型の表示素子を準備した。
【０１３０】
　上記比較例と同じく各画素は３つの副画素に分割されるが、カラーフィルタとしては緑
だけを用いて、残る副画素である２つの画素はリタデーションによる着色表示を利用する
ためにカラーフィルタを配さず透明のままとする。またこの残る２画素については、面積
階調を行うために、面積比を１：２とした。
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【０１３１】
　液晶層のリタデーションは、最大時に青表示を得るため、透明画素の±５Ｖ電圧印加時
のリタデーションを３００ｎｍに設定し、セル厚を５ミクロンに調整した。緑画素の条件
については比較例１と同様とした。
【０１３２】
　このような液晶表示素子について、電圧を変化させることによって画像を表示させると
、緑のカラーフィルタを有する画素に関しては、印加電圧値に応じた透過率変化を示し連
続階調特性が得られる。
【０１３３】
　一方緑のカラーフィルタを有さない他の画素に関しては、５Ｖ印加時には青色、３．８
Ｖ印加時には赤色表示となり、したがって本実施例の液晶パネルが三原色表示である。さ
らに３Ｖ以下の領域では印加電圧の大きさに応じた連続階調を表示する。
【０１３４】
　さらに赤と青に関しては、表示させる副画素を変化させることによって面積階調が実現
できる。しかしながら、その階調量が４階調しかないために自然画を表示させた際に若干
ざらつき感の残る画像となっていた。
【０１３５】
　なおこの素子の反射率は３３％であり、比較例１と比較して２倍の値となり、かなり明
るい白表示である。
【０１３６】
　（比較例３）
　比較例２と同じ画素構成とし、透明画素のかわりに、図１０に示す透過分光特性を示す
カラーフィルタ（富士フィルムアーチ社製、型名ＣＭ－Ｓ５７１）を設けた。
【０１３７】
　ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用した場合、リタデーション色特有の色純度の低さが
問題となるが、緑と補色関係にあるカラーフィルタと組み合わせた場合、赤と青の発色ス
ペクトルのテール部分をカットできるので、色純度が増す効果が有る。この素子の、緑と
補色関係にあるカラーフィルタを設けた画素に対して電圧を印加したときに比較例２と同
様に、５Ｖ印加時には青色、３．８Ｖ印加時には赤色表示となり、本実施例の液晶パネル
が三原色表示可能であることが確認できる。
【０１３８】
　さらに３Ｖ以下の領域では印加電圧の大きさに応じたマゼンタの連続階調表示ができる
。
【０１３９】
　またこの素子の反射率は２８％であり、比較例１に比べてかなり明るい白表示となる。
またこの例におけるカラー表示では、色度座標上において比較例２と比べて大きく色再現
範囲が広がっている。
【０１４０】
　（実施例１）
　アクティブマトリクス基板として、上記比較例１と同じ構造のセルを用いる。
【０１４１】
　本実施例において、各画素は図３（ｂ）に示した４副画素構成とし、７２，７３，７５
の３つの副画素は反射型として用いるようにアルミ電極とＩＴＯの積層とし、残る一つの
副画素７４は副画素７３の内部にアルミ電極のないエリアを設けて透過表示領域とした。
【０１４２】
　反射表示とする３つの副画素のうち、一つの副画素７２に緑カラーフィルタを用いて、
残る２つの副画素７３，７５はリタデーションによる着色を利用するためにカラーフィル
タを配さない。またこの２画素７３，７５については、面積階調を行うために、面積比を
２：１とした。
【０１４３】
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　液晶層のリタデーションは、反射性領域において赤表示と青表示ができるようにするた
め、透明画素の±５Ｖ電圧印加時のリタデーションを３００ｎｍに設定し、セル厚を５ミ
クロンに調整した。緑画素の条件については比較例１と同様とした。
【０１４４】
　このような液晶表示素子について、図４に示した方法で画像を表示させることができる
。緑のカラーフィルタを有する画素に関しては、印加電圧値に応じた透過率変化を示し連
続階調特性が得られる。
【０１４５】
　一方、反射部の緑のカラーフィルタを有さない２つの副画素に関しては、５Ｖ印加時に
は青色、３．８Ｖ印加時には赤色表示となり、したがって本実施例の液晶パネルが三原色
表示である。さらに３Ｖ以下の領域では印加電圧の大きさに応じた連続階調を表示する。
【０１４６】
　さらに赤と青に関しては、２つの副画素７３．７５のＯＮ／ＯＦＦを変化させることに
よって面積階調が実現できる。
【０１４７】
　なおこの素子の反射率は、画素内の段差の影響が無いため参考例１のちょうど半分の１
６％であり、比較例と比較すると２倍以上の値となり、かなり明るい白表示である。
【０１４８】
　また、透過部は光源をＲＧＢの三原色を１８０分の１秒ごとに切り替え、それに副画素
７４の表示画像を同期させることによって、室温以下の領域では応答速度がやや低下し色
が変化するものの、フルカラー表示を得ることが出来た。
【０１４９】
　（実施例２）
　実施例１と同じ基板で、反射型の副画素７２は緑のカラーフィルタを設けた。実施例１
と異なる点は、副画素７３に、図１０に示す透過分光特性を示すマゼンタ色のカラーフィ
ルタ（富士フィルムアーチ社製、型名ＣＭ－Ｓ５７１）を設けたことである。透過型の画
素には実施例１と同様にカラーフィルタを設けなかった。
【０１５０】
　その結果比較例２と同様に、ＥＣＢ効果に基づく着色現象を利用した場合、リタデーシ
ョン色特有の色純度の低さが問題となるが、緑と補色関係にあるカラーフィルタと組み合
わせた場合、赤と青の発色スペクトルのテール部分をカットできるので、色純度が増す効
果が有る。この素子の、緑と補色関係にあるカラーフィルタを設けた画素に対して電圧を
印加したときに比較例１と同様に、５Ｖ印加時には青色、３．８Ｖ印加時には赤色表示と
なり、本実施例の液晶パネルが三原色表示可能であることが確認できる。
【０１５１】
　さらに３Ｖ以下の領域では印加電圧の大きさに応じたマゼンタの連続階調表示ができる
。
【０１５２】
　またこの素子の反射率は１４％であり、実施例１と比較すると若干劣るものの、比較例
と比較するとかなり明るい白表示となる。またこの実施例におけるカラー表では、色度座
標上において比較例２と比べて大きく色再現範囲が広がっている。
【０１５３】
　また、透過部は光源をＲＧＢの三原色を１８０分の１秒ごとに切り替え、それに表示画
像を同期させることによってフルカラー表示を得ることが出来た。
【０１５４】
　（実施例３）
　実施例２と同じ基板を用いて、図５の構成の透過部と反射部の領域を設けた。透過部お
よび反射部の全体の面積比は実施例２と同一とした。
【０１５５】
　このパネルを図６の方法で駆動し、カラー表示ができることを確認した。
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【０１５６】
　（実施例４）
　実施例２と同じ基板を用いて、図７の画素構成のパネルとした。光源は図１２に記載し
た緑を連続点灯し、赤と青を１２０Ｈｚで切り替えるものを用いた。
【０１５７】
　透過部での表示においては、緑副画素７６は光源切り替えの１周期の間、同じ電圧を印
加し、マゼンタ副画素７９は半周期で電圧を切り替える。実施例１に比べて周波数が低く
なったので、駆動系の負荷が軽減される。
【０１５８】
　透過部はＲとＢの表示を１２０分の１秒ごとに切り替えカラー表示を得ることが出来た
。また、室温以下の領域においても応答速度が大きく不足することなく、色再現性の良好
な表示が得られる。
【０１５９】
　（実施例５）
　図１１に本発明の第５の実施例の画素構成を示す。
【０１６０】
　図１１において、６１，６２はＩＴＯによる透明電極である。この透明電極６１，６２
を通過する光の光路上にはそれぞれ緑・マゼンタのカラーフィルタが形成されている。
【０１６１】
　６４，６５，６６はアルミなどによる反射電極である。
【０１６２】
　６５の反射電極で反射する光の光路上には緑のカラーフィルタが形成されている。この
カラーフィルタは光利用効率を高めるために、色再現範囲の狭い反射型タイプのものを用
いることもできるし、あるいは６２に用いる透過型用カラーフィルタを反射電極の一部だ
けに形成させることもできる。
【０１６３】
　６４、６６の反射電極上にはカラーフィルタを形成しない構成にすることもできるし、
マゼンタ色などの緑色と補色関係にある色のカラーフィルタを形成させることで、ＥＣＢ
効果による着色を利用した表示カラーの色純度を高めることもできる。マゼンタ色のカラ
ーフィルタを使用することによって液晶層に要求されるフィールド周波数を低減可能な点
は上述のとおりである。
【０１６４】
　なおドライバＩＣコスト抑制などのためにマゼンタを画素分割せずに使用することもで
きる。あるいは階調色を増やすために、さらに多くの画素分割（例えば１：２：４の３分
割など）にすることもできる。
【０１６５】
　また透明電極６１，６２の面積比は光源輝度および発光デューティーを鑑み、最適な値
に調整することが好ましい。また反射電極６４，６６の面積比は１：２にしておくことが
好ましい。なお、カラーフィルタ透過率のバランスを考慮してこれらの面積比を微調整さ
せることもできる。反射電極６４，６６により構成される第１の副画素と、反射電極６５
により構成される第２の副画素の面積比は、第２の副画素に用いるカラーフィルタの波長
分光透過特性に応じて、最適なカラーバランスとなるように適宜調整しておくことが好ま
しい。
【０１６６】
　また、ＥＣＢ効果による着色を利用する第１の副画素を面積分割する際には、階調ごと
の色重心がずれないような画素形状と画素配置法を考慮しておくとより好ましい（図示せ
ず）。
【０１６７】
　また透明電極６１，６２と、反射電極６４，６５，６６という透過画素と反射画素のそ
れぞれに対して、一般的な半透過型液晶表示素子では同一の電圧を印加する場合が多いが
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、本発明の素子の場合では、表示するための条件が反射モードと透過モードで異なってい
るために、これら５つの画素は独立に電圧制御できる構成にしておくことが好ましい。
【０１６８】
　なお緑色に対してのみ、先にあげた米国特許第６４６６２８０号明細書に記載の構成を
採用することも可能である。この場合は、透明電極６１と反射電極６５とは共通な電圧を
印加することもできる。
【０１６９】
　ただし、環境照度が低く本発明の半透過型液晶表示素子でバックライトを点灯している
場合を考えると表示情報として視認されるのは透過型画素の画像情報が支配的と考えられ
ること、また環境照度が高い場合にはもともとバックライトは消灯させておくのが一般的
であることから、バックライトを消灯させている間は反射型画素に対して所望とする情報
信号を印加するようにしておけば、それぞれに独立な電圧を印加する構成でなくとも大き
な問題なく表示できると考えられる。
【０１７０】
　以上述べたように、本発明の半透過型カラー表示モードは、高い光利用効率の素子を実
現することが可能となる。また反射領域では本発明のＥＣＢ効果による着色を利用した赤
・青表示と、カラーフィルタによる緑表示を用い、透過領域では緑がカラーフィルタによ
るカラー表示であって、赤・青が時分割による混色を利用したカラー表示とすることによ
り、半透過型液晶表示素子に求められる要件を全て満足する表示性能を実現できるだけで
なく、１画素内に２倍のセル厚差を作りこむ必要がなくなるために、プロセスの簡略化と
均一配向と高開口率化を同時に満足させることが可能となる。
【０１７１】
　以上の実施例では駆動基板としてＴＦＴを用いているが、その替わりにＭＩＭを用いた
り、半導体基板上に形成したスイッチング素子を用いるといった基板構成の変更や、単純
マトリクス駆動やプラズマアドレッシング駆動にしたりといった駆動方法の変形は自明に
なしえる。
【０１７２】
　また本実施例では垂直配向モードやＯＣＢモードを中心に述べたが、既述したように平
行配向モード、ＨＡＮ型モードなど電圧印加によるリタデーション変化を利用するモード
であればいずれのモードにも適用することが可能である。またＳＴＮモードなどのねじれ
配向状態となっている液晶モードにも適用することが可能である。またネマティック液晶
に限らず、スメクティック液晶を適用することも可能である。
【０１７３】
　また、ＥＣＢ効果を有する液晶素子の替わりに機械的な変調によって干渉層の媒体とし
ての空気の厚さである空隙距離を変化させるモードを用いる場合でも本実施例と同様の効
果が得られる。また、表示装置として、実施の形態中で述べた構成に基づく媒体である複
数の粒子を電圧印加によって移動させる粒子移動型表示素子を用いる場合でも本実施例と
同様の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】リタデーション量が変化したときの色度図上の変化を表す図。
【図２】反射表示モードの画素構成を説明する図。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る液晶表示素子の画素構造を表す図。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る液晶表示素子の表示状態と画素状態を示すタイ
ミングチャート。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る液晶表示素子の画素構造を表す図。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る液晶表示素子の表示状態と画素状態を示すタイ
ミングチャート。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る液晶表示素子の画素構造を表す図。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る液晶表示素子の表示状態と画素状態を示すタイ
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【図９】本発明の液晶表示素子に用いる層構成の説明図。
【図１０】本発明の液晶表示素子に用いたマゼンタカラーフィルタの分光スペクトルを示
す図。
【図１１】本発明の液晶表示素子の他の画素構成を示す図。
【図１２】本発明の第４の実施の形態に係る液晶表示素子の表示状態と画素状態を示すタ
イミングチャート。
【符号の説明】
【０１７５】
　１　　　　偏光板
　２　　　　位相補償フィルム
　３　　　　ガラス
　４　　　　透明電極
　５　　　　液晶
　６　　　　透明電極
　７　　　　反射板
　５０　　　画素
　５１　　　副画素１
　５２　　　副画素２
　７０　　　光源
　７１　　　反射性領域
　７２　　　反射性領域のカラーフィルタのある副画素
　７３，７５　　　反射性領域のカラーフィルタのない副画素
　７４　　　透過性領域
　７６，７８，７９　透過性領域のカラーフィルタのある副画素
　７７　　　透過性領域のカラーフィルタのない副画素
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【図７】 【図８】



(22) JP 4328738 B2 2009.9.9

【図９】 【図１０】
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